
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
八
章

製
造
等
（
第
四
十
六
条
の
二
―
第
四
十
八
条
の
四
）

第
八
章

製
造
許
可
等
（
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
）

第
八
章
の
二

石
綿
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
第
四
十
八
条
の
五
）

第
八
章
の
二

石
綿
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
第
四
十
八
条
の
二
）

第
九
章

（
略
）

第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
石
綿
等
」
と
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
石
綿
分
析
用
試
料
等
」
と
は
、
令
第
六
条
第
二
十
三
号

（
新
設
）

に
規
定
す
る
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
い
う
。

（
立
入
禁
止
措
置
）

（
立
入
禁
止
措
置
）

第
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
（
試
験
研
究
の
た
め
使
用
す
る
場
合

第
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
（
試
験
研
究
の
た
め
使
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
場
又
は

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
場
に
は
、
関

石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る

係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所

こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
要
件
）

（
局
所
排
気
装
置
等
の
要
件
）

第
十
六
条

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置

第
十
六
条

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置

に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
石
綿
の
分
析
の
作

三

排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。



業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
排
気
口
か
ら
の
石
綿
等
の
粉
じ

ん
の
排
出
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

２

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

２

事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

装
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

装
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
石
綿
の
分
析
の
作

二

排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
排
気
口
か
ら
の
石
綿
等
の
粉
じ

ん
の
排
出
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
休
憩
室
）

（
休
憩
室
）

第
二
十
八
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
常
時
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た

第
二
十
八
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
常
時
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製

め
製
造
す
る
作
業
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事

造
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
作
業
場
以
外

さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
作
業
場
以
外
の
場
所
に
休
憩
室
を
設
け
な
け

の
場
所
に
休
憩
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
床
）

（
床
）

第
二
十
九
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
常
時
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た

第
二
十
九
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
常
時
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製

め
製
造
す
る
作
業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
及
び
前
条
第

造
す
る
作
業
場
及
び
前
条
第
一
項
の
休
憩
室
の
床
を
水
洗
等
に
よ
っ
て
容
易
に
掃

一
項
の
休
憩
室
の
床
を
水
洗
等
に
よ
っ
て
容
易
に
掃
除
で
き
る
構
造
の
も
の
と
し

除
で
き
る
構
造
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洗
浄
設
備
）

（
洗
浄
設
備
）

第
三
十
一
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製

第
三
十
一
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す

造
す
る
作
業
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
眼
、
洗
身
又
は
う
が
い
の
設
備
、

る
と
き
は
、
洗
眼
、
洗
身
又
は
う
が
い
の
設
備
、
更
衣
設
備
及
び
洗
濯
の
た
め
の

更
衣
設
備
及
び
洗
濯
の
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
使
用
さ
れ
た
器
具
等
の
付
着
物
の
除
去
）

（
使
用
さ
れ
た
器
具
等
の
付
着
物
の
除
去
）

第
三
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た

第
三
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製

め
製
造
す
る
作
業
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
に
使
用
し
た
器
具

造
す
る
作
業
に
使
用
し
た
器
具
、
工
具
、
足
場
等
に
つ
い
て
、
付
着
し
た
物
を
除

、
工
具
、
足
場
等
に
つ
い
て
、
付
着
し
た
物
を
除
去
し
た
後
で
な
け
れ
ば
作
業
場

去
し
た
後
で
な
け
れ
ば
作
業
場
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
廃
棄

外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
廃
棄
の
た
め
、
容
器
等
に
梱
包
し
た

の
た
め
、
容
器
等
に
梱
包
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製

第
三
十
三
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す

造
す
る
作
業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
で
労
働
者
が
喫
煙

る
作
業
場
で
労
働
者
が
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の

し
、
又
は
飲
食
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す

旨
を
当
該
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製

第
三
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す

造
す
る
作
業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
は
、
次
の
事
項

る
作
業
場
に
は
、
次
の
事
項
を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に

を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。一

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
場
又
は

一

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
場
で
あ
る
旨

石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
で
あ
る
旨

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
作
業
の
記
録
）

（
作
業
の
記
録
）

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
取
扱
い
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
取
扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴

又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お

い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に

い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に

つ
い
て
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
当
該
労

次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
当
該
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該

働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該
作
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日

作
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
四
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

か
ら
四
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
又
は
石

二

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
に
従
事
し
た

綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
に
従
事
し
た
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
従
事

労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期

し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

間

三

石
綿
等
の
取
扱
い
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
又
は
石
綿
分
析
用
試

三

石
綿
等
の
取
扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を

料
等
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
前
号

発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
前
号
の
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

の
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
周
辺
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事

て
「
周
辺
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
労
働
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

し
た
労
働
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
周
辺
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に

「
周
辺
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
他
の

あ
っ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
他
の
労
働
者
が
従
事
し
た
石
綿
等
を
取
り
扱

労
働
者
が
従
事
し
た
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る

い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を

作
業
の
概
要
及
び
当
該
周
辺
作
業
従
事
者
が
周
辺
作
業
に
従
事
し
た
期
間

製
造
す
る
作
業
の
概
要
及
び
当
該
周
辺
作
業
従
事
者
が
周
辺
作
業
に
従
事
し
た

期
間

四

（
略
）

四

（
略
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等
の
取
扱

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等
の
取
扱

い
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
の
製
造
に
伴
い

い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お

石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
す
る

け
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業

労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月

務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項

以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行

目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
呼
吸
用
保
護
具
）

（
呼
吸
用
保
護
具
）

第
四
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製

第
四
十
四
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す

造
す
る
作
業
場
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
作
業
場
に
は
、
石
綿
等
の

る
作
業
場
に
は
、
当
該
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
健

粉
じ
ん
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な

康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
呼
吸
用
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
吸
用
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
保
護
具
等
の
管
理
）

（
保
護
具
等
の
管
理
）

第
四
十
六
条

事
業
者
は
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

第
四
十
六
条

事
業
者
は
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

四
十
四
条
並
び
に
第
四
十
八
条
第
六
号
（
第
四
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

四
十
四
条
並
び
に
第
四
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
保
護
具
等
が
使
用
さ
れ
た
場

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
保
護
具
等
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
他
の
衣
服

合
に
は
、
他
の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
八
章

製
造
等

第
八
章

製
造
許
可
等

（
令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
等
）

第
四
十
六
条
の
二

令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
新
設
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一

令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
石
綿
又
は
こ
れ
ら
の

石
綿
を
そ
の
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の

物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
等
可
能
石
綿
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
し

、
輸
入
し
、
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

あ
ら
か
じ
め
労
働
基
準
監
督
署

長
に
届
け
出
ら
れ
た
も
の

二

製
造
等
可
能
石
綿
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合

製
造
等

可
能
石
綿
等
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、
堅
固
な
容
器
が

使
用
さ
れ
、
又
は
確
実
な
包
装
が
さ
れ
た
も
の

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
号
の
二

に
よ
る
届
書
を
、
製
造
等
可
能
石
綿
等
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
又
は
使
用
す
る
場

所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
の
許
可
）

第
四
十
八
条
の
二

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
許
可
は
、
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製

（
新
設
）

造
す
る
プ
ラ
ン
ト
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
許
可
手
続
）



第
四
十
八
条
の
三

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

（
新
設
）

式
第
五
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
、
当
該
許
可
に
係
る
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製

造
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者

に
対
し
、
様
式
第
五
号
の
三
に
よ
る
許
可
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
証

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、

様
式
第
五
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
を
第
一
項
の
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）
を

変
更
し
た
と
き
は
、
様
式
第
五
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
を
第
一
項
の
労
働
基
準
監

督
署
長
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
許
可
証
の
書
替
え
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
許
可
の
基
準
）

第
四
十
八
条
の
四

第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
石
綿
分
析
用
試
料
等
の
製
造
に
関
す

（
新
設
）

る
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第
三
号
及
び
第
六
号
中
「
製
造
し
、
又
は

使
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
製
造
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章
の
二

（
略
）

第
八
章
の
二

（
略
）

第
四
十
八
条
の
五

（
略
）

第
四
十
八
条
の
二

（
略
）

第
九
章

（
略
）

第
九
章

（
略
）

第
四
十
九
条

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
事
業

第
四
十
九
条

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
事
業
者
は

者
又
は
石
綿
分
析
用
試
料
等
を
製
造
す
る
事
業
者
は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す

、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
石
綿
関
係
記
録
等
報
告
書
（
様
式
第
六

る
と
き
は
、
石
綿
関
係
記
録
等
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
に
次
の
記
録
及
び
石
綿

号
）
に
次
の
記
録
及
び
石
綿
健
康
診
断
個
人
票
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
添
え
て
、



健
康
診
断
個
人
票
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


